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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部から受付けた画像データを送信先へ送信可能になしてあり、画像データの送信先を
定義する定義情報を記憶する手段と、受付けた画像データを送信する際に前記定義情報に
対する選択を受付ける手段と、選択をされた定義情報に基づいて前記画像データについて
の送信処理を実行する手段とを備える画像送信装置において、
　定義情報が選択されてから該定義情報に基づく送信処理を実行するまでの間に、前記定
義情報により定義される送信先を表示すると共に、前記送信処理の認否を判断するための
認証コードの入力を要求する手段と、該手段による要求に応じて入力された認証コードに
基づき、前記送信処理に対する認否を判断する判断手段とを備え、該判断手段が前記送信
処理を認める旨の判断をした場合、前記画像データを送信するようにしてあることを特徴
とする画像送信装置。
【請求項２】
　前記定義情報に基づく送信処理を実行する際、受付けた画像データに基づいて所定の画
像が含まれているか否かを判定する手段を備え、前記判断手段は、判定した結果に基づい
て前記送信処理に対する認否を判断するようにしてあることを特徴とする請求項１に記載
の画像送信装置。
【請求項３】
　受付けた画像データを添付した電子メールを生成する手段を備え、前記判断手段が送信
処理を認める旨の判断をした場合、生成した電子メールを送信するようにしてあることを
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特徴とする請求項１又は請求項２に記載の画像送信装置。
【請求項４】
　受付けた画像データに基づいて画像の出力を指示するジョブを生成する手段を備え、前
記判断手段が送信処理を認める旨の判断をした場合、生成したジョブを送信するようにし
てあることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の画像送信装置。
【請求項５】
　各定義情報は、前記判断手段による判断の要否に係る情報を含んでおり、前記画像デー
タを送信する際に選択された定義情報が前記判断を不要とする旨の情報を含んでいる場合
、前記判断手段が送信処理の認否を判断することなく前記画像データを送信するようにし
てあることを特徴とする請求項１から請求項４の何れか１つに記載の画像送信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、送信先毎の情報を１つのキーに割当てる機能を有する画像送信装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電話番号、ファクシミリ番号等の送信先の情報を送信先毎に１つのハードウェア
キー又はソフトウェアキー（以下、まとめてワンタッチキーと称する）に登録しておき、
ワンタッチキーが操作された場合に登録されている送信先の情報を読出し、送信処理を開
始する画像送信装置が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　このような画像送信装置では、１つのワンタッチキーを選択することによって送信先が
決定されることとなるため、送信先の番号（例えば、１０桁の番号）を個別に入力する手
間を省略することができ、送信先を個別に入力する場合と比較して利便性の良い環境を提
供することができる。
【特許文献１】特開昭６０－９６９５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　また、近年ではインターネットファクシミリのように電子メール機能を利用した画像送
信装置が開発されており、原稿のスキャンから画像データの送信までの処理をスムーズに
行えることから、ネットワーク環境の普及に伴って利用者が増え続けている。
【０００５】
　ところで、従来のファクシミリ装置では、ワンタッチキーを利用する場合であっても、
ダイヤル発信を開始してから実際に接続が完了するまで時間が掛かるため、発信中に送信
先の誤りに気づいた場合には送信処理を途中で中断することが可能である。しかしながら
、前述したような電子メール機能を利用した画像データの送信の場合には、即時的に送信
処理が完了してしまうことから、送信先の設定が誤っている場合、又は送信先の選択を誤
った場合には情報の漏洩が起こり得るという問題点を有している。
【０００６】
　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、機密性を低下させることなく、画像
データを送信するときの利便性を確保することができる画像送信装置を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る画像送信装置は、外部から受付けた画像データを送信先へ送信可能になし
てあり、画像データの送信先を定義する定義情報を記憶する手段と、受付けた画像データ
を送信する際に前記定義情報に対する選択を受付ける手段と、選択をされた定義情報に基
づいて前記画像データについての送信処理を実行する手段とを備える画像送信装置におい
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て、定義情報が選択されてから該定義情報に基づく送信処理を実行するまでの間に、前記
定義情報により定義される送信先を表示すると共に、前記送信処理の認否を判断するため
の認証コードの入力を要求する手段と、該手段による要求に応じて入力された認証コード
に基づき、前記送信処理に対する認否を判断する判断手段とを備え、該判断手段が前記送
信処理を認める旨の判断をした場合、前記画像データを送信するようにしてあることを特
徴とする。
【０００８】
　本発明にあっては、送信先を定義した定義情報を記憶しており、選択された定義情報に
基づいて画像データを送信する際に送信処理についての認否を判断し、送信処理が認めら
れた場合に画像データを送信する構成としているため、例えば、送信先の情報が割り当て
られたワンタッチキーを操作してファクシミリデータ、画像データを添付した電子メール
等を送信する際に確認処理が実行される。
　また、各定義情報は、送信先の通信アドレスと送信先の名称との対応付けを定義してお
り、定義情報の選択を受付ける際、各送信先の名称を表示するようにしているため、ワン
タッチキーとして実現される。
【００１１】
　本発明に係る画像送信装置は、前記定義情報に基づく送信処理を実行する際、受付けた
画像データに基づいて所定の画像が含まれているか否かを判定する手段を備え、前記判断
手段は、判定した結果に基づいて前記送信処理に対する認否を判断するようにしてあるこ
とを特徴とする。
【００１２】
　本発明にあっては、定義情報に基づく送信処理を実行する際、受付けた画像データに基
づいて所定の画像が含まれているか否かを判定し、その判定結果に基づいて送信処理の認
否を判断するようにしているため、送信処理が開始されるのは送信先の定義情報が選択さ
れた時点ではなく、所定の画像が含まれているか否かの判定をした後となる。
【００１３】
　本発明に係る画像送信装置は、受付けた画像データを添付した電子メールを生成する手
段を備え、前記判断手段が送信処理を認める旨の判断をした場合、生成した電子メールを
送信するようにしてあることを特徴とする。
【００１４】
　本発明にあっては、受付けた画像データを添付した電子メールを生成し、送信処理が認
められた場合、生成した電子メールを送信するようにしているため、メールクライアント
装置に適用することができる。
【００１５】
　本発明に係る画像送信装置は、受付けた画像データに基づいて画像の出力を指示するジ
ョブを生成する手段を備え、前記判断手段が送信処理を認める旨の判断をした場合、生成
したジョブを送信するようにしてあることを特徴とする。
【００１６】
　本発明にあっては、受付けた画像データに基づいて画像の出力を指示するジョブを生成
し、送信処理が認められた場合、生成したジョブを送信するようにしているため、ファク
シミリ装置、インターネットファクシミリ装置等に適用することができる。
【００１９】
　本発明に係る画像送信装置は、各定義情報は、前記判断手段による判断の要否に係る情
報を含んでおり、前記画像データを送信する際に選択された定義情報が前記判断を不要と
する旨の情報を含んでいる場合、前記判断手段が送信処理の認否を判断することなく前記
画像データを送信するようにしてあることを特徴とする。
【００２０】
　本発明にあっては、送信処理に対する認否の判断に関する要否の情報を各定義情報に含
めており、判断が不要である旨が定義されている場合、送信処理の認否を判断することな
く画像データを送信するようにしているため、送信先毎に認否判断を定義することが可能



(4) JP 4386829 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

となる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明による場合は、送信先を定義した定義情報を記憶しており、選択された定義情報
に基づいて画像データを送信する際に送信処理についての認否を判断し、送信処理が認め
られた場合に画像データを送信する構成としている。したがって、例えば、送信先の情報
が割り当てられたワンタッチキーを操作してファクシミリデータ、画像データを添付した
電子メール等を送信する際に確認処理が実行されるようになり、誤った送信先へ画像デー
タが送信されることを未然に防止することができ、機密性を高めることができる。
【００２２】
　本発明による場合は、定義情報に基づく送信処理を実行する際に利用者の情報を受付け
、受付けた情報に基づいて送信処理の認否を判断するようにしている。したがって、送信
処理が開始されるのは送信先の定義情報が選択された時点ではなく、利用者が確認された
時点となり、確認ステップを送信前に追加することによって誤った送信先へ画像データが
送信されることを防止することができる。
【００２３】
　本発明による場合は、定義情報に基づく送信処理を実行する際、受付けた画像データに
基づいて所定の画像が含まれているか否かを判定し、その判定結果に基づいて送信処理の
認否を判断するようにしている。したがって、送信処理が開始されるのは送信先の定義情
報が選択された時点ではなく、所定の画像が含まれているか否かの判定をした後となり、
確認ステップを送信前に追加することによって誤った送信先へ画像データが送信されるこ
とを防止することができる。
【００２４】
　本発明による場合は、受付けた画像データを添付した電子メールを生成し、送信処理が
認められた場合、生成した電子メールを送信するようにしている。したがって、メールク
ライアント装置に適用することができる。
【００２５】
　本発明による場合は、受付けた画像データに基づいて画像の出力を指示するジョブを生
成し、送信処理が認められた場合、生成したジョブを送信するようにしている。したがっ
て、ファクシミリ装置、インターネットファクシミリ装置等に適用することができる。
【００２６】
　本発明による場合は、各定義情報は、送信先の通信アドレスと送信先の名称との対応付
けを定義しており、定義情報の選択を受付ける際、各送信先の名称を表示するようにして
いる。したがって、ワンタッチキーにより送信先が選択された際の処理に適用することが
できる。
【００２７】
　本発明による場合は、送信処理に対する認否の判断に関する要否の情報を各定義情報に
含めており、判断が不要である旨が定義されている場合、送信処理の認否を判断すること
なく画像データを送信するようにしている。したがって、送信先毎に認否判断を定義する
ことが可能となり、例えば、同じ部署内、会社内等を送信先としている場合には確認ステ
ップを省略することによって利便性を高めると共に、外部へ送信する際には確認ステップ
を追加することにより機密性を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明に係る画像送信装置をプリント機能、コピー機能、ファクシミリ送受信機
能等を有するデジタル複合機に適用した形態について、その実施の形態を示す図面に基づ
いて具体的に説明する。
　実施の形態１．
　図１は本実施の形態に係るデジタル複合機を用いて構築される画像処理システムの全体
構成を示す模式図である。図中１００は本実施の形態に係るデジタル複合機であり、この
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デジタル複合機１００には通信網を介して各種の外部機器が接続されている。例えば、ロ
ーカルな通信網として敷設されている通信ネットワークＬＮには、パーソナルコンピュー
タ等の外部コンピュータ２００が接続されおり、図に示していないゲートウェイ等を介し
て接続されているインターネット網ＩＮには外部コンピュータ３００、及びインターネッ
トファクシミリ装置４００（以下では単にファクシミリ装置４００という）が接続されて
いる。また、公衆電話回線網ＰＮを介して外部のファクシミリ装置５００が接続されてい
る。
【００２９】
　図２はデジタル複合機１００の内部構成を示すブロック図である。デジタル複合機１０
０はＣＰＵ１０１を備えており、このＣＰＵ１０１がＲＯＭ１０３に予め格納された制御
プログラムをＲＡＭ１０４上にロードして実行することにより、バス１０２を介して接続
されたハードウェアを制御し、全体として本発明に係る画像送信装置として動作させる。
【００３０】
　以下、バス１０２に接続されている各種ハードウェアの構成について説明する。管理部
１０５は、不揮発性の半導体メモリにより構成されており、その記憶領域の一部は、相手
先の電子メールアドレス、ファクシミリ番号等を管理する相手先管理テーブル１０５ａ、
実行した処理の履歴を管理する履歴管理テーブル１０５ｂ、電子メール、ファクシミリデ
ータを外部へ送信する際に必要となる認証コードを管理する認証コード管理テーブル１０
５ｃとして利用されている。
【００３１】
　操作パネル１０６は、利用者による操作を受付ける操作部１０７と、利用者に対して報
知すべき情報を表示する表示部１０８とにより構成されている。操作部１０７は、機能の
切替操作、プリント処理における出力枚数、コピー処理における変倍、ファクシミリ送信
処理における送信先等の入力を受付けるために各種操作キー、数値キー等を備えている。
表示部１０８は液晶ディスプレイ装置を備えており、デジタル複合機１００の動作状況、
操作部１０７から入力された設定値等を表示する。また、表示部１０８の一部は利用者の
押下操作により各種の選択操作を受付けるようにしたタッチパネル方式のソフトウェアキ
ーを備えている。
【００３２】
　画像読取部１０９は、読取用の原稿を載置するための原稿台、読取用の原稿に光を照射
する光源、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）のようなイメージセンサ、ＡＤ変換器等を
備えており（不図示）、所定の読取り位置にセットされた原稿の画像を当該イメージセン
サに結像させてアナログ電気信号に変換し、得られたアナログ電気信号をＡＤ変換器によ
りＡＤ変換する。そして、ＡＤ変換して得られたデジタル信号に対して、原稿読取時の光
源の配光特性、イメージセンサの感度ムラ等の補正を施すことによりデジタル形式の画像
データを生成する。
【００３３】
　画像メモリ１１０は、例えば揮発性のページメモリであり、画像読取部１０９にて取得
した画像データ、プリントジョブから展開される画像データ、ファクシミリデータから展
開される画像データ等を一時的に記憶する。画像メモリ１１０に一時的に記憶された画像
データは、ＣＰＵ１０１の指示によりその利用目的に応じた転送先へ転送される。すなわ
ち、用紙上に画像形成を行う場合には画像形成部１１１、ファイリング機能を利用して保
存する場合にはＨＤＤ１１２、電子メールとして送信する場合には相手先アドレスの情報
を含んだ電子メールに添付された後に通信ＩＦ１１３へ転送され、ファクシミリデータと
して送信する場合にはファクシミリモデム１１４へ転送される。
【００３４】
　画像形成部１１１は、画像メモリ１１０から転送されてきた画像データに基づいて用紙
上に画像形成を行う。そのため、画像形成部１１１は、感光体ドラムを所定の電位に帯電
させる帯電器、外部から受付けた画像データに応じてレーザ光を発して感光体ドラム上に
静電潜像を生成させるレーザ書込装置、感光体ドラム表面に形成された静電潜像にトナー
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を供給して顕像化する現像器、感光体ドラム表面に形成されたトナー像を用紙上に転写す
る転写器等（不図示）を備えており、電子写真方式にて利用者が所望する画像を用紙上に
形成する。なお、レーザ書込装置を用いた電子写真方式により画像形成を行う他、インク
ジェット方式、熱転写方式、昇華方式等により画像形成を行う構成であってもよい。
【００３５】
　ＨＤＤ１１２は、ハードディスクコントローラ、及びディスク状の磁気記録媒体を有す
るハードディスク装置である。ＣＰＵ１０１がハードディスクコントローラに指示を与え
ることにより、データの書込処理、又は読出処理が行われる。ＨＤＤ１１２の記憶領域の
一部は画像データを記憶するためのデータエリアとして利用されており、操作パネル１０
６を通じて要求を受付けた場合、又は外部コンピュータ２００，３００からの要求を通信
ＩＦ１１３を介して受信した場合、データエリアに記憶された画像データを読出すように
している。したがって、プリント処理の失敗又は出力部数の不足等のためにプリント処理
を再度実行する必要がある場合には、データエリアに記憶された画像データを任意に読出
してプリント処理を実行させることができる。
【００３６】
　通信ＩＦ１１３は、通信ネットワークＬＮの通信規格に準拠した通信インタフェースを
備えており、通信ネットワークＬＮ及びインターネット網ＩＮへ接続できるようにしてい
る。通信ＩＦ１１３では、接続された通信ネットワークＬＮ上の外部コンピュータ２００
からプリントジョブを受信すると共に、インターネット網ＩＮ上の外部コンピュータ３０
０から送信される電子メール、ファクシミリ装置４００から送信されるファクシミリデー
タを受信する。また、通信ＩＦ１１３では、外部コンピュータ２００へ通知すべき情報を
送信すると共に、インターネット網ＩＮ上の外部コンピュータ３００へ電子メールを送信
し、ファクシミリ装置４００へファクシミリデータを送信する。通信ＩＦ１１３ではこの
ような各種データの送受信の制御を行う。
【００３７】
　ファクシミリモデム１１４は、公衆電話回線網ＰＮを介して外部のファクシミリ装置５
００へ接続するための回線終端回路を備えており、接続されたファクシミリ装置５００と
ファクシミリデータを送受信できるようにしている。そのため、ファクシミリモデム１１
４は、受信したファクシミリデータを復号するための復号回路、送信すべきファクシミリ
データを符号化するための符号化回路を備えている。ファクシミリモデム１１４は、この
ようなファクシミリデータの符号化処理及び復号処理、並びに符号化されたファクシミリ
データの送受信処理を実行する。
【００３８】
　以下、電子メールアドレス及びファクシミリ番号をワンタッチキー（短縮キー）として
登録する際の動作を、操作パネル１０６の表示部１０８に表示される画面を用いて説明す
る。図３は操作パネル１０６の一例を示す模式図である。操作パネル１０６は、前述した
ように、各種ハードウェアキーを備える操作部１０７と、液晶ディスプレイ及びタッチパ
ネルにより構成される表示部１０８とにより構成される。操作部１０７が備えるハードウ
ェアキーとしては、数値入力のためのテンキー１０７ａ、入力した設定値をクリアするた
めのクリアキー１０７ｂ、入力した各種設定を全解除するための全解除キー１０７ｃ、コ
ピー開始、送信開始等の指示を受付けるスタートキー１０７ｄの他、プリント機能、送信
機能、及びコピー機能を切替える機能切替キー１０７ｅ，１０７ｆ，１０７ｇ、利用者に
よる設定を受付けるユーザ設定キー１０７ｈを備えている。なお、図３に示した表示部１
０８にはコピー処理を待ち受けるための初期画面１０が表示されている様子を示している
。
【００３９】
　図４はユーザ設定キー１０７ｈが押下操作されたときに表示される画面の一例を示す模
式図である。操作パネル１０６においてユーザ設定キー１０７ｈが押下操作された場合、
ＣＰＵ１０１は、図３に示したような初期画面に代えて図４（ａ）に示したユーザ設定画
面２０を表示部１０８に表示する。ユーザ設定画面２０にはソフトウェアキーとして構成
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された各種ボタン２１～２７が配置されている。これらのボタン２１～２７を押下操作す
ることにより、プリント出力した総枚数の表示、画面コントラストの設定、各種データリ
ストの出力要求、日付・時刻の設定、給紙トレイの設定、データを送信する際の相手先の
登録、装置管理者による各種の設定を行えるようにしている。また、ユーザ設定画面２０
の上部に配置された終了ボタン２８が押下操作された場合、このユーザ設定画面２０が閉
じられ、表示部１０８には初期画面１０が表示される。
【００４０】
　ユーザ設定画面２０において相手先登録ボタン２６が押下操作された場合、ユーザ設定
画面２０に代わって相手先登録画面３０が表示部１０８に表示される（図４（ｂ）参照）
。相手先登録画面３０には、相手先の通信アドレス（ファクシミリ番号、電子メールアド
レス）を設定するためのアドレス設定ボタン３１、アドレスのインデックスを作成又は修
正するためのユーザインデックス設定ボタン３２、電子メールの発信元に係る情報を設定
する発信元設定ボタン３３が配置されている。各ボタン３１～３３が押下操作された場合
、相手先登録画面３０での操作内容が確定し、画面上部に配置された終了ボタン３４が押
下操作された場合、前述したユーザ設定画面２０に戻す処理が行われる。
【００４１】
　相手先登録画面３０においてアドレス設定ボタン３１が押下操作された場合、相手先登
録画面３０に代わって登録内容設定画面４０が表示部１０８に表示される（図４（ｃ）参
照）。この登録内容設定画面４０には、相手先の通信アドレスにワンタッチキーの割り当
てを設定するためのキー割当てボタン４１、通信アドレスのグループ化を行うためのグル
ープ化ボタン４２、登録内容の修正又は解除を行うための修正／解除ボタン４３が配置さ
れている。各ボタン４１～４３が押下操作された場合、登録内容設定画面４０での操作内
容が確定し、画面上部に配置された終了ボタン４４が押下操作された場合、前述した相手
先登録画面３０に戻す処理が行われる。
【００４２】
　図５はワンタッチキーの割り当て設定を行うときに表示部１０８に表示される画面の一
例を示す模式図である。前述した登録内容設定画面４０においてキー割り当てボタン４１
が押下操作された場合、登録内容設定画面４０に代わってアドレス設定画面５０が表示部
１０８に表示される。図５（ａ）はファクシミリ番号に対してワンタッチキーを割り当て
るための画面を示しており、図５（ｂ）は電子メールアドレスに対してワンタッチキーを
割り当てるための画面を示している。アドレス設定画面５０には、設定する項目を選択す
るためのラジオボタン５１ａ，５１ｂ，５１ｃから構成される項目選択欄５１、データ送
信時の認証の要否を設定するチェックボックス５２、登録内容を入力するための入力ボタ
ン５３，５４，５５ａ（５５ｂ），５６ａ（５６ｂ）が配置されている。
【００４３】
　項目選択欄５１においてラジオボタン５１ａが押下操作された場合にはファクシミリ番
号、ラジオボタン５１ｂが押下操作された場合には電子メールアドレス、ラジオボタン５
１ｃが押下操作された場合にはインターネットファクシミリの送信先アドレス（電子メー
ルアドレス）を設定できるようにしている。また、チェックボックス５２にチェックが入
力された場合にはデータ送信時の認証が必要である旨を設定し、チェックボックス５２の
チェックが外された場合にはデータ送信時の認証が不要である旨を設定する。
【００４４】
　入力ボタン５３が押下操作された場合、相手先の名称（相手先名）を文字列で入力させ
るためにアドレス設定画面５０に代えて文字入力画面を表示する。図６は文字入力画面の
一例を示す模式図である。図６に示した文字入力画面６０では、平仮名を入力ための平仮
名キー、片仮名を入力するための片仮名キー、英字及び数字を入力するための英数字キー
を表示できるようにしており、これらの文字の入力を可能にしている。また、画面の下部
には変換キー等が配置されており、入力された平仮名又は片仮名を漢字に変換できるよう
にしている。画面の上部にはキャンセルボタン６１及び確定ボタン６２が配置されている
。キャンセルボタン６１が押下操作された場合、この画面で入力された文字が確定されず
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にアドレス設定画面５０に戻す処理が行われ、確定ボタン６２が押下操作された場合、こ
の文字入力画面６０で入力された文字列を確定させてアドレス設定画面５０へ戻す処理が
行われる。
【００４５】
　また、入力ボタン５４が押下操作された場合、ワンタッチキーに割り当てる名称（キー
名称）を文字列で入力させるために、アドレス設定画面５０に代えて文字入力画面６０を
表示する。同様に、入力ボタン５５ａ（図５（ａ）参照）が押下操作された場合、又は入
力ボタン５５ｂ（図５（ｂ）参照）が押下操作された場合、ファクシミリ番号又は電子メ
ールアドレスを文字列で入力させるために。アドレス設定画面５０に代えて文字入力画面
６０を表示する。また、入力ボタン５６ａ（図５（ａ）参照）が押下操作された場合送信
するファクシミリデータの圧縮形式を選択することができるようにしており、入力ボタン
５６ｂ（図５（ｂ）参照）が押下操作された場合、電子メールに添付する画像データのフ
ォーマットを選択できるようにしている。
【００４６】
　また、アドレス設定画面５０の上部に配置されている追加登録ボタン５７が押下された
場合、続けて相手先のアドレスを設定できるようにしており、確定ボタン５８が押下操作
された場合、アドレス設定画面５０での設定内容を確定するようにしている。アドレス設
定画面５０での設定内容は、通信アドレス毎にＣＰＵ１０１が自動的に付与する登録番号
に関連付けられて相手先管理テーブル１０５ａに登録される。
【００４７】
　アドレス設定画面５０で確定させた設定内容がデータ送信時の認証を必要とするもので
ある場合、認証コードを設定するための画面をアドレス設定画面５０に代えて表示部１０
８に表示する。図７は認証コードを設定するための画面の一例を示す模式図である。図７
に示した認証コード設定画面７０では、表示した相手先に対して送信処理を行う場合には
認証が必要となる旨を表示すると共に、認証コードを入力するための認証コード入力欄７
１を配置している。認証コードとしては、利用者自身が任意に設定する４桁の数値を採用
することができ、操作部１０７のテンキー１０７ａを利用して入力できるようにしている
。認証コード設定画面７０の上部に配置されている確定ボタン７２が押下操作された場合
、入力された認証コードが確定し、前述した登録番号に関連付けて認証コード管理テーブ
ル１０５ｃに登録される。
【００４８】
　図８は相手先登録を行う際の処理手順を示すフローチャートである。デジタル複合機１
００のＣＰＵ１０１は、まず、登録内容設定画面４０においてキー割当てボタン４１が押
下操作されたか否かを判断することにより、相手先アドレスの登録要求があるか否かを判
断する（ステップＳ１１）。相手先アドレスの登録要求がないと判断した場合（Ｓ１１：
ＮＯ）、登録要求があるまで待機する。
【００４９】
　登録内容設定画面４０においてキー割当てボタン４１が押下操作されたと判断した場合
、相手先アドレスの登録要求があると判断し（Ｓ１１：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１０１は相手先
管理テーブル１０５ａに登録する際の登録番号を設定する（ステップＳ１２）。登録番号
は、「００１」から「９９９」の間で設定できるようにしてあり、登録番号を設定する際
にＣＰＵ１０１が空き番号のうち最も小さな番号を検索し、検索された番号を登録番号と
して設定する。空き番号がない場合にはその旨のメッセージを表示し、既に登録されてい
る相手先アドレスを消去させた上で登録処理を行う。
【００５０】
　登録番号の設定を行った後、ＣＰＵ１０１は、図５（ａ）に示したようなアドレス設定
画面５０を操作パネル１０６の表示部１０８に表示し、送信形態、送信時の認証の要否、
相手先名、相手先アドレス、キー名称等の送信条件を受付ける（ステップＳ１３）。次い
で、ＣＰＵ１０１は、アドレス設定画面５０において確定ボタン５８が押下操作されたか
否かを判断することにより、送信条件の受付が完了したか否かを判断する（ステップＳ１
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４）。送信条件の受付が完了していないと判断した場合（Ｓ１４：ＮＯ）、ＣＰＵ１０１
は処理をステップＳ１３へ戻す。
【００５１】
　送信条件の受付が完了したと判断した場合（Ｓ１４：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１０１は、アド
レス設定画面５０のチェックボックス５２の設定状況を調べることにより、データ送信時
の認証機能を有効にしたか否かを判断する（ステップＳ１５）。認証機能を有効にしたと
判断した場合（Ｓ１５：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１０１は、図７に示したような認証コード設定
画面７０を表示部１０８に表示することにより、認証コードの設定を要求する（ステップ
Ｓ１６）。
【００５２】
　次いで、ＣＰＵ１０１は操作パネル１０６を通じて入力される情報を監視することによ
り、認証コードが設定されたか否かを判断する（ステップＳ１７）。認証コードが設定さ
れていないと判断した場合（Ｓ１７：ＮＯ）、認証コードが設定されるまで待機する。ま
た、認証コードが設定されたと判断した場合（Ｓ１７：ＹＥＳ）、設定された認証コード
を、ステップＳ１２で設定した登録番号に関連付けて認証コード管理テーブル１０５ｃに
登録する（ステップＳ１８）。
【００５３】
　認証コードの登録が完了した場合（Ｓ１８）、又はステップＳ１５において認証機能を
無効にしたと判断した場合（Ｓ１５：ＮＯ）、アドレス設定画面５０で受付けた送信条件
を、ステップＳ１２で設定した登録番号に関連付けて相手先管理テーブル１０５ａに登録
する（ステップＳ１９）。
【００５４】
　図９はデータ送信時の処理手順を示すフローチャートである。なお、このフローチャー
トでは、画像読取部１０９で取得した画像データの送信先をワンタッチキーにより設定し
、送信処理を行う場合について説明する。画像読取部１０９が備える原稿台に送信用の原
稿がセットされた場合（ステップＳ２１）、ＣＰＵ１０１は、ワンタッチキーにより相手
先が設定されたか否かを判断する（ステップＳ２２）。
【００５５】
　図１０はワンタッチキーにより相手先を設定する際に表示部１０８に表示される画面の
一例を示す模式図である。ＣＰＵ１０１は、操作部１０７において機能切替キー１０７ｆ
が押下操作された場合、図１０に示したような相手先設定画面８０を表示部１０８に表示
させる。この相手先設定画面８０では、各送信先に対応させたワンタッチキーが、キー名
称によりグループ分けされて表示されている。表示させるグループの切替えは、画面下部
に配置されたタグ８１～８６によって行う。例えば、タグ８１が選択された場合、得意先
として設定されている相手先のワンタッチキーを表示する（図１０（ａ）参照）。本実施
の形態では、６つのワンタッチキーを１組の選択群８１ａとして表示するようにしており
、表示されていないワンタッチキーが存在する場合（すなわち、７つ以上のワンタッチキ
ーが存在する場合）、ページ切替キー８１ｕ，８１ｄの操作により表示範囲を切替えて表
示できるようにしている。図１０（ｂ）は、同様に、タグ８２が選択された場合の表示例
を示しており、６つのワンタッチキーを１組とした選択群８２ａを表示すると共に、表示
されていないワンタッチキーを表示するために画面の右側にページ切替キー８２ｕ，８２
ｄが配置されている。なお、図１０（ｂ）に示したページ切替キー８２ｄの操作は無効と
なっている。
【００５６】
　相手先設定画面８０においてワンタッチキーが押下操作されたか否かを判断することに
より、相手先が設定されたか否かを判断した結果、相手先が設定されていないと判断した
場合（Ｓ２２：ＮＯ）、相手先が設定されるまで待機する。また、相手先が設定されたと
判断した場合（Ｓ２２：ＹＥＳ）、相手先管理テーブル１０５ａの登録内容を参照するこ
とによりデータ送信時の認証が必要であるか否かを判断する（ステップＳ２３）。
【００５７】
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　データ送信時の認証が必要であると判断した場合（Ｓ２３：ＹＥＳ）、認証コードの入
力を促す画面を表示することにより、ＣＰＵ１０１は認証コードの入力を要求する（ステ
ップＳ２４）。図１１は認証コードの入力画面の一例を示す模式図である。図１１に示し
た認証コード入力画面９０には、認証コードの入力を促すメッセージが表示されると共に
、認証コード入力欄９１が配置される。利用者は操作部１０７のテンキー１０７ａを利用
して認証コードを入力することができ、画面下部に配置されている確定ボタン９２が押下
操作された場合、認証コードの入力が確定する。ＣＰＵ１０１は、この認証コード入力画
面９０を通じて認証コードが入力されたか否かを判断し（ステップＳ２５）、認証コード
が入力されていないと判断した場合（Ｓ２５：ＮＯ）、認証コードが入力されるまで待機
する。
【００５８】
　認証コードが入力されたと判断した場合（Ｓ２５：ＹＥＳ）、登録番号を基に認証コー
ド管理テーブル１０５ｃを参照することにより、送信処理を認証できるか否かを判断する
（ステップＳ２６）。入力された認証コードと認証コード管理テーブル１０５ｃに登録さ
れている認証コードとを照合した結果、両者が一致しないと判断した場合、送信処理を認
証できないと判断し（Ｓ２６：ＮＯ）、表示部１０８にエラーメッセージを表示して（ス
テップＳ２７）、処理をステップＳ２４へ戻す。
【００５９】
　一方、入力された認証コードと認証コード管理テーブル１０５ｃに登録されている認証
コードとを照合した結果、両者が一致すると判断した場合、ＣＰＵ１０１は、送信処理を
認証できると判断する（Ｓ２６：ＹＥＳ）。そして、ＣＰＵ１０１は操作部１０７から入
力される情報を監視することにより、スタートキー１０７ｄが押下操作されたか否かを判
断する（ステップＳ２８）。スタートキー１０７ｄが押下操作されていないと判断した場
合（Ｓ２８：ＮＯ）、スタートキー１０７ｄが押下操作されるまで待機し、スタートキー
１０７ｄが押下操作されたと判断した場合（Ｓ２８：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１０１は、画像読
取部１０９を制御することにより原稿台にセットされた原稿の読取処理を実行する（ステ
ップＳ２９）。
【００６０】
　次いで、ＣＰＵ１０１は、画像読取部１０９にて取得した画像データに基づいて送信デ
ータの生成を行う（ステップＳ３０）。すなわち、ファクシミリデータとして送信する場
合には、所定の圧縮形式、又はアドレス設定画面５０にて指定された圧縮形式で画像デー
タを圧縮する。そして、圧縮したデータ（ファクシミリデータ）に基づき、ファクシミリ
モデム１１４を通じて外部のファクシミリ装置５００への送信処理を行う（ステップＳ３
１）。また、電子メールとして送信する場合には、所定のフォーマット（例えば、ＴＩＦ
Ｆ形式）、又はアドレス設定画面５０にて指定されたフォーマットの画像データを生成す
る。そして、生成した画像データを送信すべき電子メールに添付した後、通信ＩＦ１１３
を通じて外部コンピュータ３００への送信処理を行う（Ｓ３１）。
【００６１】
　また、ステップＳ２３でデータ送信時の認証が不要であると判断した場合（Ｓ２３：Ｎ
Ｏ）、前述したステップＳ２８以降の処理を実行することにより、ファクシミリデータ、
又は電子メールの送信を行う。
【００６２】
　なお、本実施の形態では、利用者自身が設定した認証の要否に基づいて送信時の認証を
行うか否かを判断する構成としたが、入力された画像データに含まれる画像に基づいて認
証の要否を判断するようにしてもよい。例えば、入力された画像データを解析することに
より特定のパターン、文字列等の検出を行い、これらを検出した場合、送信時の認証を行
う構成とする構成であってもよい。
【００６３】
　実施の形態２．
　実施の形態１では、データ送信時の認証の要否を利用者の選択により任意に設定できる
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構成としたが、デジタル複合機１００にてデータの機密性に係る処理（機密処理）を実施
できるような状況下では、データ送信時の認証をデフォルトの処理として設定する構成で
あってもよい。
【００６４】
　図１２は本実施の形態に係るデジタル複合機１００の内部構成を示すブロック図である
。本実施の形態では、実施の形態１に示したデジタル複合機１００に対してセキュリティ
キット１１５を着脱可能に装着できるようにしている。このセキュリティキット１１５は
、例えば、ＲＯＭにより提供されており、デジタル複合機１００に対して後付で装着して
装置内で取り扱うデータに対する機密処理を実現するものである。そのため、セキュリテ
ィキット１１５は、データの暗号化及び復号を行うための暗号・復号処理部１１５ａを備
えており、外部から入力される画像データを暗号化して管理できるようにしている。
【００６５】
　具体的には、装置内で取り扱う画像データが画像読取部１０９、通信ＩＦ１１３、及び
ファクシミリモデム１１４を通じて入力された場合、その画像データをセキュリティキッ
ト１１５内の暗号・復号処理部１１５ａへ転送する。暗号・復号処理部１１５ａは、暗号
化すべき画像データを保持する入力用バッファ、入力用バッファに保持されたデータに対
して所定の暗号化アルゴリズムからなる演算処理を施す演算器、演算器による演算結果を
保持する出力用バッファ等により構成される。ＣＰＵ１０１は、出力用バッファから演算
結果を取出すことにより暗号化された画像データを取得する。暗号化された画像データを
復号する場合も同様であり、入力されたデータに対して演算器が所定の演算を施し、演算
結果を取り出すことにより復号された画像データを取得する。
【００６６】
　図１３は電源投入時にデジタル複合機１００が実行する処理の手順を説明するフローチ
ャートである。装置の電源が投入された場合、ＣＰＵ１０１はバス１０２に接続されてい
る各種ハードウェアと通信することにより、各種ハードウェアの動作状態に関する情報を
取得する。このとき、ＣＰＵ１０１は、セキュリティキット１１５が装着されているか否
かを判断する（ステップＳ４１）。セキュリティキット１１５が装着されていないと判断
した場合（Ｓ４１：ＮＯ）、本フローチャートによる処理を終了する。また、セキュリテ
ィキット１１５が装着されていると判断した場合（Ｓ４１：ＹＥＳ）、送信時の認証機能
を有効にして（ステップＳ４２）、本フローチャートによる処理を終了する。このとき、
図５に示したアドレス設定画面５０のチェックボックス５２にチェックを入れた状態をデ
フォルトの状態とし、データの送信時には認証処理を実行するようにする。
【００６７】
　なお、ステップＳ４２において送信時の認証機能を有効にした場合であっても、個々の
データに関してはアドレス設定画面５０のチェックボックス５２を外すことにより、認証
機能を無効にすることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本実施の形態に係るデジタル複合機を用いて構築される画像処理システムの全体
構成を示す模式図である。
【図２】デジタル複合機の内部構成を示すブロック図である。
【図３】操作パネルの一例を示す模式図である。
【図４】ユーザ設定キーが押下操作されたときに表示される画面の一例を示す模式図であ
る。
【図５】ワンタッチキーの割り当て設定を行うときに表示部に表示される画面の一例を示
す模式図である。
【図６】文字入力画面の一例を示す模式図である。
【図７】認証コードを設定するための画面の一例を示す模式図である。
【図８】相手先登録を行う際の処理手順を示すフローチャートである。
【図９】データ送信時の処理手順を示すフローチャートである。
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【図１０】ワンタッチキーにより相手先を設定する際に表示部に表示される画面の一例を
示す模式図である。
【図１１】認証コードの入力画面の一例を示す模式図である。
【図１２】本実施の形態に係るデジタル複合機の内部構成を示すブロック図である。
【図１３】電源投入時にデジタル複合機が実行する処理の手順を説明するフローチャート
である。
【符号の説明】
【００６９】
　１００　デジタル複合機
　１０１　ＣＰＵ
　１０２　バス
　１０３　ＲＯＭ
　１０４　ＲＡＭ
　１０５　管理部
　１０６　操作パネル
　１０９　画像読取部
　１１０　画像メモリ
　１１１　画像形成部
　１１２　ＨＤＤ
　１１３　通信ＩＦ
　１１４　ファクシミリモデム
　２００，３００　外部コンピュータ
　４００，５００　ファクシミリ装置

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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【図１０】 【図１１】
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